
✔

✔

✔

✔

No 276 行政機関等の名称 新潟県知事

個人情報ファイルの名称
自立支援医療（精神通院）台帳

自立支援医療受給者証（精神通院）の交付状況の管理

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１管轄保健所、２市町村名、３申請区分（新規・更新）、受給者番号、４受給者氏名（漢字／カナ）、５受給
者住所（漢字／カナ）、６重度・継続、７自己負担上限額、８有効期間（始期／終期）、９年齢、10生年月
日、11被保険者記号、12被保険者番号、13枝番、14保険者名、15生保受給先、16保険者名（漢字／カ
ナ）、17保護者住所（漢字／カナ）、18続柄、19病院・診療所（名／所在地／電話番号）、20薬局（名／所
在地／電話番号）、21訪問看護事業所（名／所在地／電話番号）、22備考、23重度・継続該当／非該
当、24国際疾病分類ICD-10コード

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

自立支援医療受給者証（精神通院）の交付を受けた者

担当課
新発田地域振興局健康福祉環境部（新発田保健所）地域保健課

所在地

〒957-8511　新潟県新発田市豊町３丁目３番２号開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課

所在地

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

担当課

所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 本人等から提出された自立支援医療費（精神通院）支給認定申請書（新規・再認定・変更）及び変更届

記録情報の経常的提供先
自立支援医療受給者証（精神通院）の交付を受けた者の管轄市町村長

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

新発田地域振興局健康福祉環境部

部局名 新発田地域振興局



✔

✔

✔

No 277 行政機関等の名称 新潟県知事

個人情報ファイルの名称
食品営業許可管理システム

食品衛生法第55条に基づく営業許可並びに第57条に基づく営業届出に関する事務に利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

 １　氏名、２　住所、３　生年月日、４　電話番号、５　FAX番号、６　電子メールアドレス、７　資格、８　資
格取得年月日、９休業理由、10　行政処分

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

食品衛生法に基づく食品営業者

担当課
新発田地域振興局健康福祉環境部生活衛生課

所在地

〒９５７－８５１１　新発田市豊町３丁目３番２号開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課 新発田地域振興局健康福祉環境部生活衛生課

所在地 〒９５７－８５１１　新発田市豊町３丁目３番２号

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

―

担当課 新発田地域振興局健康福祉環境部生活衛生課

所在地 〒９５７－８５１１　新発田市豊町３丁目３番２号

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

―

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 本人からの申請又は届出

記録情報の経常的提供先
新発田地区食品衛生協会（食品衛生責任者実務講習受講対象者）

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

新発田地域振興局健康福祉環境部生活衛生課

部局名 新発田地域振興局

✔



✔

✔

✔

No 278 行政機関等の名称 新潟県知事

個人情報ファイルの名称
相談記録

相談内容の記録と処理のため

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１　氏名、２　住所、３　電話番号、４　相談内容

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

相談者

担当課
新発田地域振興局健康福祉環境部生活衛生課

所在地

〒９５７－８５１１　新発田市豊町３丁目３番２号開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課 新発田地域振興局健康福祉環境部生活衛生課

所在地 〒９５７－８５１１　新発田市豊町３丁目３番２号

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

―

担当課 新発田地域振興局健康福祉環境部生活衛生課

所在地 〒９５７－８５１１　新発田市豊町３丁目３番２号

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

―

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 本人からの相談

記録情報の経常的提供先
―

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

新発田地域振興局健康福祉環境部生活衛生課

部局名 新発田地域振興局

✔



✔

✔

✔

No 279 行政機関等の名称 新潟県知事

個人情報ファイルの名称
苦情受付記録処理簿ファイル

苦情、相談の受付、処理のため（新潟県動物愛護管理関係事務取扱要領第11）

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１氏名、２性別、３年齢、４住所・電話番号、５職業、６家族関係、７病歴、８犯罪歴、９犯罪により害を
被った事実、１０心身の機能の障害があること、１１刑事事件に関する手続きが行われたこと、１２動物
の種類、１３飼養環境等

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

苦情・相談を届け出た者、家族、苦情相手

担当課
生活衛生課　下越動物保護管理センター

所在地

〒957-0064　新潟県新発田市奥山新保430開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課

所在地

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

担当課

所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 本人からの届出、関係機関からの情報提供

記録情報の経常的提供先

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

下越動物保護管理センター

部局名 新発田地域振興局



✔

✔

✔

No 280 行政機関等の名称 新潟県知事

個人情報ファイルの名称
浄化槽台帳

浄化槽法第５条等に基づき、地域振興局健康福祉（環境）部に浄化槽の設置等を届け出るもの

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１氏名、２住所、３浄化槽設置対象人数、４建物の延床面積

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

浄化槽法第５条等に基づき、浄化槽の設置届を提出した者

担当課
健康福祉環境部環境センター環境課

所在地

〒957-8511　新発田市豊町3丁目3番2号開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

－

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課 健康福祉環境部環境センター環境課

所在地 〒957-8511　新発田市豊町3丁目3番2号

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

－

担当課 －

所在地 －

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

－

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 本人

記録情報の経常的提供先
－

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

新発田地域振興局　健康福祉環境部

部局名 新発田地域振興局

✔



✔

✔

✔

✔

No 281 行政機関等の名称 新潟県知事

個人情報ファイルの名称
県営換地計画書ファイル

　県営土地改良事業の換地処分等のために利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

　１氏名、２住所、３財産（農地）

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

　換地処分の関係者

担当課
　新発田地域振興局農村整備部農用地課

所在地

　〒957-8511　新潟県新発田市豊町三丁目３番２号開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課

所在地

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

担当課

所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 　換地業務委託の成果品

記録情報の経常的提供先
　　　　　－

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

新発田地域振興局農村整備部農用地課

部局名 新発田地域振興局



✔

✔

✔

✔

No 282 行政機関等の名称 新潟県知事

個人情報ファイルの名称
一時利用地指定ファイル

　県営土地改良事業の一時利用地指定のために利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

　１氏名、２住所、３財産（農地）

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

　一時利用地指定の関係者

担当課
　新発田地域振興局農村整備部農用地課

所在地

　〒957-8511　新潟県新発田市豊町三丁目３番２号開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課

所在地

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

担当課

所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 　換地業務委託の成果品

記録情報の経常的提供先
　　　　　　－

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

新発田地域振興局農村整備部農用地課

部局名 新発田地域振興局


